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【手続補正書】
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【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　人体から回収のために組織、ポリープ、結石および他の異物を捕捉する医療装置におい
て、
　制御ユニットと、
　管状素材が前記制御ユニットから管状素材の遠位端へ伸長する内部チャンネルを有する
伸長管状素材と、
　前記制御ユニットを通してシングルループが内部チャンネルの遠位端に少なくとも部分
的に縮退し、超えて伸長することが可能であり、管状素材の内部チャンネルを通して制御
ユニットから伸長し、並置されて内部チャンネルの遠位端でシングルループに保持される
構成からなる第一スネア形を形成する、少なくとも２つのスネアワイヤと、からなり、
　前記少なくとも２つのスネアワイヤは、制御ユニットを通して第一スネア形を変換する
ことにより第二バスケット形を形成し、前記第二バスケット形は前記制御ユニットを通し
て人体から組織、ポリープ、結石および他の異物を捕捉および回収するよう作動すること
を特徴とする医療装置。
【請求項２】
　前記第二バスケット形は、制御ユニットにより前記第一スネア形に変換可能であること
を特徴とする請求項１記載の医療装置。
【請求項３】
　少なくとも１つのスネアワイヤは、電源に接続する焼灼手段であることを特徴とする請
求項１記載の医療装置。
【請求項４】
　少なくとも１つのスネアワイヤは、１つの連続した環状ワイヤを装備することを特徴と
する請求項１記載の医療装置。
【請求項５】
　少なくとも１つのスネアワイヤは、少なくとも２つの接続されたワイヤと少なくとも１
つのワイヤ接続機構を装備することを特徴とする請求項１記載の医療装置。
【請求項６】
　並置されて第一スネア形でシングルループに保持される前記スネアワイヤは、シース部
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材によりシングルループに保持され、前記シース部材は、制御ユニットを通して第一スネ
ア形を第二バスケット形に変換するように縮退し、第二バスケット形を第一スネア形に変
換するように伸長することが可能であることを特徴とする請求項１記載の医療装置。
【請求項７】
　前記シース部材は、環状であることを特徴とする請求項６記載の医療装置。
【請求項８】
　前記シース部材は、固体シースであることを特徴とする請求項６記載の医療装置。
【請求項９】
　前記シース部材は、バネ留フックであることを特徴とする請求項６記載の医療装置。
【請求項１０】
　前記シース部材は、電源に接続する焼灼手段であることを特徴とする請求項６記載の医
療装置。
【請求項１１】
　前記シース部材はおよび少なくとも１つのスネアワイヤは、電源に接続する焼灼手段で
あることを特徴とする請求項６記載の医療装置。
【請求項１２】
　並置されて第一スネア形でシングルループに保持される前記スネアワイヤは、制御ユニ
ットを通して、第一スネア形を第二バスケット形に変換するように解放し、第二バスケッ
ト形を第一スネア形に変換するように嵌装することが可能な少なくとも１つのレバーによ
り、シングルループに保持されることを特徴とする請求項１記載の医療装置。
【請求項１３】
　少なくとも１つの回転レバーを装備することを特徴とする請求項１２記載の医療装置。
【請求項１４】
　少なくとも１つのフリップレバーを装備することを特徴とする請求項１２記載の医療装
置。
【請求項１５】
　前記制御ユニットは、少なくとも１つのハンドルを装備することを特徴とする請求項１
記載の医療装置。
【請求項１６】
　前記制御ユニットは、少なくとも１つのスライド部材を装備することを特徴とする請求
項１５記載の医療装置。
【請求項１７】
　前記制御ユニットは、少なくとも１つのロック装置を装備することを特徴とする請求項
１５記載の医療装置。
【請求項１８】
　人以外の体内から回収のために組織、ポリープ、結石および他の異物を捕捉する方法に
おいて、
第一スネア形が並置されてシングルループに保持される少なくとも２つのスネアを含み、
人以外の体内から回収するために環状の第一スネア形を組織、ポリープ、結石および他の
異物にかける工程と、
制御ユニットを通して第一スネア形を第二バスケット形に変換する工程と、
人以外の体内から組織、ポリープ、結石および他の異物を捕捉して回収するために制御ユ
ニットを通して第二バスケット形を縮退する工程と、からなることを特徴とする方法。
【請求項１９】
　更に、制御ユニットを通して第二バスケット形を第一スネア形に変換する工程からなる
ことを特徴とする請求項１８記載の方法。
【請求項２０】
　更に、焼灼手段として第一スネア形を用いて結腸直腸壁からポリープを切除する工程か
らなることを特徴とする請求項１８記載の方法。
【請求項２１】
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　少なくとも１つのスネアワイヤは、電源に接続する焼灼手段であることを特徴とする請
求項２０記載の方法。
【請求項２２】
　少なくとも１つのスネアワイヤは、１つの連続した環状ワイヤを装備することを特徴と
する請求項１８記載の方法。
【請求項２３】
　少なくとも１つのスネアワイヤは、少なくとも２つの接続されたワイヤと少なくとも１
つのワイヤ接続機構を装備することを特徴とする請求項１８記載の方法。
【請求項２４】
　並置されて第一スネア形でシングルループに保持される前記スネアワイヤは、シース部
材によりシングルループに保持され、制御ユニットを通してシース部材が縮退することに
より第一スネア形が第二バスケット形に変換されることを特徴とする請求項１８記載の方
法。
【請求項２５】
　前記シース部材は、環状であることを特徴とする請求項２４記載の方法。
【請求項２６】
　前記シース部材は、固体シースであることを特徴とする請求項２４記載の方法。
【請求項２７】
　前記シース部材は、バネ留フックであることを特徴とする請求項２４記載の方法。
【請求項２８】
　前記シース部材は、電源に接続する焼灼手段であることを特徴とする請求項２４記載の
方法。
【請求項２９】
　前記シース部材はおよび少なくとも１つのスネアワイヤは、電源に接続する焼灼手段で
あることを特徴とする請求項２４記載の方法。
【請求項３０】
　並置されて第一スネア形でシングルループに保持される前記スネアワイヤは、制御ユニ
ットを通して、第一スネア形を第二バスケット形に変換するように解放され、第二バスケ
ット形を第一スネア形に変換するように嵌装されることが可能な少なくとも１つのレバー
により、シングルループに保持されることを特徴とする請求項１８記載の方法。
【請求項３１】
　少なくとも１つのレバーは、回転レバーであることを特徴とする請求項３０記載の方法
。
【請求項３２】
　少なくとも１つのレバーは、フリップレバーであることを特徴とする請求項３０記載の
方法。
【請求項３３】
　前記制御ユニットは、少なくとも１つのハンドルを装備することを特徴とする請求項１
８記載の方法。
【請求項３４】
　前記制御ユニットは、少なくとも１つのスライド部材を装備することを特徴とする請求
項３３記載の方法。
【請求項３５】
　前記制御ユニットは、少なくとも１つのロック装置を装備することを特徴とする請求項
３３記載の方法。
【請求項３６】
　人以外の結腸直腸から胃腸ポリープを切除および回収する方法において、
第一スネア形が並置されてシングルループに保持される少なくとも２つのスネアを含み、
結腸直腸から回収するために環状の第一スネア形をポリープにかける工程と、
焼灼手段として第一スネア形を用いて結腸直腸壁からポリープを切除する工程と、
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制御ユニットを通して第一スネア形を第二バスケット形に変換する工程と、
結腸直腸から切除ポリープを捕捉および回収するために制御ユニットを通して第二バスケ
ット形を縮退する工程と、からなることを特徴とする方法。
【請求項３７】
　更に、制御ユニットを通して第二バスケット形を第一スネア形に変換する工程からなる
ことを特徴とする請求項３６記載の方法。
【請求項３８】
　少なくとも１つのスネアワイヤは、電源に接続する焼灼手段であることを特徴とする請
求項３６記載の方法。
【請求項３９】
　少なくとも１つのスネアワイヤは、１つの連続した環状ワイヤを装備することを特徴と
する請求項３６記載の方法。
【請求項４０】
　少なくとも１つのスネアワイヤは、少なくとも２つの接続されたワイヤと少なくとも１
つのワイヤ接続機構を装備することを特徴とする請求項３６記載の方法。
【請求項４１】
　並置されて第一スネア形でシングルループに保持される前記スネアワイヤは、シース部
材によりシングルループに保持され、制御ユニットを通してシース部材が縮退することに
より第一スネア形が第二バスケット形に変換されることを特徴とする請求項３６記載の方
法。
【請求項４２】
　前記シース部材は、環状であることを特徴とする請求項４１記載の方法。
【請求項４３】
　前記シース部材は、固体シースであることを特徴とする請求項４１記載の方法。
【請求項４４】
　前記シース部材は、バネ留フックであることを特徴とする請求項４１記載の方法。
【請求項４５】
　前記シース部材は、電源に接続する焼灼手段であることを特徴とする請求項４１記載の
方法。
【請求項４６】
　前記シース部材はおよび少なくとも１つのスネアワイヤは、電源に接続する焼灼手段で
あることを特徴とする請求項４１記載の方法。
【請求項４７】
　並置されて第一スネア形でシングルループに保持される前記スネアワイヤは、制御ユニ
ットを通して、第一スネア形を第二バスケット形に変換するように解放され、第二バスケ
ット形を第一スネア形に変換するように嵌装されることが可能な少なくとも１つのレバー
により、シングルループに保持されることを特徴とする請求項３６記載の方法。
【請求項４８】
　少なくとも１つのレバーは、回転レバーであることを特徴とする請求項４７記載の方法
。
【請求項４９】
　少なくとも１つのレバーは、フリップレバーであることを特徴とする請求項４７記載の
方法。
【請求項５０】
　前記制御ユニットは、少なくとも１つのハンドルを装備することを特徴とする請求項３
６記載の方法。
【請求項５１】
　前記制御ユニットは、少なくとも１つのスライド部材を装備することを特徴とする請求
項５０記載の方法。
【請求項５２】
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　前記制御ユニットは、少なくとも１つのロック装置を装備することを特徴とする請求項
５０記載の方法。
【請求項５３】
　二段階に機能するスネアバスケット医療装置は、遠位端と近位端と内部チャンネルを備
えた柔軟性のある伸長管状素材と、管状素材の近位端に位置する制御ユニットと、管状素
材の遠位端に位置する管状素材内部チャンネルの中にある二段階に機能するスネアバスケ
ットからなり、二段階に機能するスネアバスケットは、制御ユニットにより管状素材の遠
位端から伸長可能であるとともに、前記二段階に機能するスネアバスケットは、スネアワ
イヤの遠位端周辺で、それぞれ接続された少なくとも三つのハーフスネアワイヤから選ば
れるか、重複した形でスネアワイヤの遠位端周辺で互いに接続された少なくとも二つのス
ネアワイヤで構成されたグループから選ばれたスネアからなり、前記スネアワイヤは、管
状素材から伸長する際に、同時に伸長して第一スネア形を形成し、制御ユニットにより前
記スネアワイヤは第二バスケット形を形成することを特徴とする医療装置。
【請求項５４】
　スネアワイヤは、遠位端に取りつけられた、少なくとも二つのホールスネアワイヤと三
つのハーフスネアワイヤで構成されることを特徴とする請求項５３記載の医療装置。
【請求項５５】
　少なくとも１つのスネアワイヤは、電源に接続する焼灼手段であることを特徴とする請
求項５３記載の医療装置。
【請求項５６】
　少なくとも１つのスネアワイヤは、１つの連続した環状ワイヤを装備することを特徴と
する請求項５３記載の医療装置。
【請求項５７】
　少なくとも１つのスネアワイヤは、少なくとも２つの接続されたワイヤと少なくとも１
つのワイヤ接続機構を装備することを特徴とする請求項５３記載の医療装置。
【請求項５８】
　前記スネアワイヤは、並置されて第一スネア形でシングルループに保持され、前記シー
ス部材９は、制御ユニットを通して第一スネア形を第二バスケット形に変換するように縮
退し、第二バスケット形を第一バスケット形に変換するように伸長することが可能である
ことを特徴とする請求項５３記載の医療装置。
【請求項５９】
　前記シース部材は、環状であることを特徴とする請求項５８記載の医療装置。
【請求項６０】
　前記シース部材は、固体シースであることを特徴とする請求項５８記載の医療装置。
【請求項６１】
　前記シース部材は、バネ留フックであることを特徴とする請求項５８記載の医療装置。
【請求項６２】
　前記シース部材は、電源に接続する焼灼手段であることを特徴とする請求項５８記載の
医療装置。
【請求項６３】
　前記シース部材はおよび少なくとも１つのスネアワイヤは、電源に接続する焼灼手段で
あることを特徴とする請求項５８記載の医療装置。
【請求項６４】
　少なくとも一つのレバーにより並置されて第一スネア形でシングルループに保持される
前記スネアワイヤは、制御ユニットを通して、第一スネア形を第二バスケット形に変換す
るように解放され、第二バスケット形を第一スネア形に変換するように嵌装されることが
可能であることを特徴とする請求項５３記載の医療装置。
【請求項６５】
　少なくとも１つの回転レバーからなることを特徴とする請求項６４記載の医療装置。
【請求項６６】
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　少なくとも１つのフリップレバーからなることを特徴とする請求項６４記載の医療装置
。
【請求項６７】
　前記制御ユニットは、少なくとも１つのハンドルを装備することを特徴とする請求項５
３記載の医療装置。
【請求項６８】
　前記制御ユニットは、少なくとも１つのスライド部材を装備することを特徴とする請求
項６７記載の医療装置。
【請求項６９】
　前記制御ユニットは、少なくとも１つのロック装置を装備することを特徴とする請求項
６７記載の医療装置。
 


	header
	written-amendment

